
 

 

 

 

 

 当院は二次救急医療機関として、２４時間体制で救急患者の受入れを行っておりますが、時間外に受

診される方の中には必ずしも緊急性を認められない方も受診されており、本来の目的である入院等が必

要な重篤な方の治療に支障を来たしている状況にあります。 

 つきましては、令和 2 年 8 月 1 日より 8,800 円(税込)の時間外選定療養費をご負担して頂くこととな

りました。皆様のご理解をよろしくお願いいたします。 

 

時間外選定療養費 

令和 2 年 8 月 1 日より 

8,800 円（税込み） 

 

【徴収の対象】 

  自己の都合により時間外診察を希望し、入院が必要でなかった場合。 

  ※救急搬送され入院が必要でなかった場合も同様です。   

 

【徴収対象時間（受付時間）】 

  平日の時間外（１７：１５～翌朝８：３０） 

  土曜、日曜、祝休日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

【徴収対象外】 

  ・入院治療が必要となった場合 

  ・他院から救急外来受診のための紹介状を持参した場合 

  ・当院医師より注射・処置等のため受診するよう指示された場合 

  ・身体障害者法、生活保護法等の公費医療の方 

 ＊ご不明な点がございましたら、事務日当直室窓口にお尋ね下さい。 
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